
「原住民委員会」をめぐる諸問題

一一支配と抵抗の傑式に関連して一一

はじめに

1913年にオランダ、植民地政府はジャワにおいてナポレオン支配からのオラソ

ダ解放を記念する 100周年の祝典を行なった．この祝典の計画に対しチプト ・

7γグンクスモとスワルディ ・スルヤニングラットの 2青年を中心に幾人かの

原住民の知識人たちは「原住民委員会」を結成して，式典の計画を批判した．

政庁は彼らを逮捕しジャワから追放することによって反政庁の気運が拡大する

のを阻止したが，チプトとスワルディおよび彼らとともに反政庁活動の答に問

われて追放されたデッケルの 3名の名はその後民族主義者の間で抵抗運動の先

駆者として記憶にとどめられる ことになった． 事実この事件は今世紀初頭から

ジャワを中心に展開してきたインドネシア民族主義運動のなかで植民地支配の

正当性を公然と否定しその不当性を唱道した最初の事件であった．しかしこの

事件そのものについての研究は従来みられない．それは一つには事件の規模が

小さくその直接的な影響力が狭い範囲にとどまったためで－あり， 一つには民族

主義運動の主要な流れがプディ ・ウトモからイスラム同盟へと向かうこの時期

において彼らが拠った東インド党の意味がその主流のはざまにおちこんでしま

うとしろ特殊性をもっていたからであろう．故にこの事件はいわば一つのエピ

ソード以上に記されることはなかったのである．

この事件の引き金となったのはスワルディが1913年7月に記したー論文であ

ったが，この論文に対する政庁の対応とこの論文そのものの内容とを吟味する

と，そこにはオランダの植民地支配の様式とそれに対抗するジャワ的価値観の

様式という，インドネシア民族運動史と民族思想史の本質にかかわる問題が表

出されているように思われる．そして，そのことによってこの事件はたんなる
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エピソード以上の意味をもってくることになる．

本稿では先ず事件にかかわる主要な人物についての履歴を略記し次に事件の

概要を記す． 最後にすでtこ述べたような視点から政庁の対応とスワルテ‘ィ論文

の内容について検討する．なお本摘は後にスワノレディがその主宰者となるタマ

ン・ シスワ民族教育運動に関する研究の一環をなすものである．

前史

「原住民委員会」が結成されるまでの 3名の生いたちと彼らの活動を概観す

ると次の通りである．

1 ダウェス・デッケル（1879～1952) ダウ ェス・ デッケルは 1879年東

ジャワ北部の港湾都市パスルアンにオランダ人の父と， ドイ ツ人とジャワ人の

混血児の母との聞に生まれた.1) ムルタトゥリの筆名で小説『マックス・ハー

フエラール』 （1860）を発表し当時ジャワを中心に展開されていた「栽培制

度」の実態を暴くことによ ってオランダ本国に強い衝撃を与えたエドゥアル

ド・ タウェス・デッケル（EduwardDouwes Dekker 1820～1887）は，このタウ

ェス・デッケルの大叔父に当たる人物であった.2) 

パタヴィア（ジャカノレタ） ．のオランダ人高等学校を卒業後，コー ヒー農園や

砂糖工場に勤務したが，ボーア戦争（1899～1902）が勃発するとともに志願兵

として南アフ リカに渡 り対英戦争に参加した．のち捕虜となりセイロンで2年

聞を獄中で過ごし 1903年にジャワへ戻った．その後はジャ ワ島の各地で新

聞記者ないし編集者としての生活に入り『スラパヤ商業新聞』（Soerabajaasch

Handelsblad）， 『ロコモティフ』（Locomotief，スマランの日刊紙）．『パタヴィア新

聞』（BataviaaschNieuwsblad）等に勤務するかたわ ら，小説『ジャワ人シモン

の本』（Het boek van Simon de Javaan）を執筆したり 『新アルンへム新聞』

(Nieuwe Arnhemsche Courant）に一連の論文「オランダはし、かにしてその槌民

地をもっとも早く失う ことができるか」（Hoe kan Holland het spoedigst zijn 

koloni!!n verliezen ？）を寄稿したりした． 彼の思想は強い反西欧的感情に支え
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られたものであり，オランダが東インドで混乱を回避する唯一の道は，教育の

機会を拡大し道路や濯i既設備を整え，また地方分権化を促進する ことを骨子と

する倫理政策を推進することではなく，東インドの自治政府を承認することで

あると主張するものであった．

その当時，ジャワ医学校（STOVIA）は今世紀初頭の若い知識人が東インドの

各地から集い討論をする格好の場所となっていた．そこへは1906年に中ジャワ

からワヒデ ィン医師（Wahidin Soedirohoesodo, Dr. Mas Ngabehi. 1857 ？～ 

1917）が訪れ，当時医学校の学生であったス トモ （Dr.Soetomo, 1888～1939）や

グナワン（Dr.Goenawan Mangoenkoesoemo, 1890～1929）に大きな影響を与えて

いた.3）一方またデッケルの住居は当時医学校から歩いて行ける距離にあり，

何人かの医学生はデッ ケルの助言を求めて頻繁に行き来したために， そこはあ

たかも彼らの、読書室兼図書館兼クラ ブハウスグ的の観を呈したという．スト

モは後年にその当時を回顧して「ブディ ・ウトモ設立当時，われわれはタウェ

ス・デッケル氏から少なからざる援助と影響とを受けた．彼はパタヴィア新聞

の編集者としてわれわれの精神を広めてくれた．わたしと彼の関係はたいへん

密接なものであり彼の家へは木戸御免で訪ねる ことができた． 夕、ウェス ・デッ

ケル氏はその理想をやがて自ら政党を結成することで実現し，そしてそれはわ

れわれの容れるところとはならなかったけれども，彼はつねに誠実に新聞紙上

でわれわれを助けてくれたJ5）と述べているが，デッケルはストモやグナワン

等の結成当時のプディ ・ウトモを中心的に担うことになる学生たちに，一定の

感化を及ぼしていた．しかしその感化の内容は，ワヒディン医師が彼らに及ぼ

したものとは決定的に異なっていた．それはワヒディンがジャワ文化のすぐれ

た体現者として映じていた引のに対しデッケルが「政治的な福音の伝道者」と

して映ずるとし、う相違であった．

1909年から1910年にかけてデッケルは自らの相続権をめぐる裁判のためにヨ

ーロ ッパへ出かけたが帰国後パン ドゥソに居を構えて文筆活動よりも政治活動

に力を入れるようになった． 彼は，先ずオラン タ人の親睦団体と して1898年に

設立された「東インド団体」（lndi凹 heBond）のパン ドゥン支部に加入しこれを
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政党組織に変革することを画策した．彼が唱道したのは東インドに居住するす

べての住民が参加しうる政党東インド党を結成し，東インドを祖国とするすべ

ての住民の独立を獲得するということであった.7）彼はそのために1912年3月

『デ ・エクスプレス』紙（DeExpres）を創刊して彼の主張を掲げ，とくに 「東イ

ンド団体」を編成替えしてこれを政党とすることを強調しそのために同年9月

半ばにはパンドゥンからジャワ各地へ宣伝に赴き各地で支持者を組織し， 1912

年12月25臼にはバンドゥンで東イン ド党を正式に結成した．結成大会ではその

党の綱領の第2条に先にのべたように東インドの独立を目ざすことを掲げたが，

当時，彼の主張にもっとも強い支持を与えたのは，混血児（Eurasian）であり，

オランダ人中国人の共感を呼ぶことはほとんどなかった.1913年 3月に党員

7,000を数えたがその内5,500人は混血児， 1,500人はインドネシア人であった．

結局，デッケルの構想したのは，混血児を主体とする東インドの独立であり，

土着社会でこれに共感したのは，彼と個人的な交友関係にある少数の人々に限

られた． しかし，その中には，チプトおよびスワルディという後の民族運動史

に大きな役割を果たすことになる 2人の青年が加わっていた．

政庁はデッケノレらが東インド党を創立しこれに拠って政治活動を展開しよ う

としたことに対し， これを値民地の秩序と安寧を脅かすものとして同党を合法

団体として認めることを拒否した．このため1913年 4月以降，東インド党はそ

の活動を停止した．

後述するようにチプ トやスワルディが「原住民委員会」を結成するのは同年

7月初めであるがデッ ケル自身はそれ以前にヨ ーロ ッパへの旅行に出発し 9月

初旬までジャ ワへ帰還しなか った．「原住民委員会」事件はその彼の不在中に

発生した．

2 チプト・マンゲンクスモ （1886～1942) チプト ・マ ングンクスモは

1886年中ジャ ワ北部のアンパラワで11人兄弟の長男と して生まれた.Bl父は原

住民小学校のマレ一語教師，小学校校長，スマラン市の顧問等を歴任した下級

官吏であり父方の祖父はイスラム教師であった．兄弟はいずれも才に恵まれま

た両親ともに教育熱心であったために，チプト，グナワン，フ．ディアルジ ョ
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(Budiardjo），シャムスル ・マアリア（SyamsulMa'arif) の4人は医学校に学び，

7人自のダルマワン （Darma wan）はオランタに留学してデノレフ ト工科大学芳、化

学を修め，カルトノ（Kartono）も高等教育を卒えた．また末弟のスイットノ（Su・

Jltno）はパダヴィア法学校を卒えた．この内グナワンは生涯にわたってス トモ

の無二の親友として彼の社会的政治的活動をたすけ，ダルマワンとカノレ トノは

1926年にスカルノがバンドゥンに組織した一般研究会（AlgemeeneStudieclbu) 

に加わった．のちカル卜 ／はタ マン・シスワ学校の教師として民族教育の発展

に貢献した．プディアルジムシャムスルおよびスイット ノの3人は医師およ

び法学土としての仕事に遁進 し政治活動に参加する ことはなかったが，チプト

を長兄とするこのマングンクスモ兄弟は，次に述べるスワルディ・スルヤニン

グラット兄弟 （スワルディとスルヨプラノ ト）とともに，独立以前のジャ ワの

民族運動史上でもっとも光彩を放った兄弟であった．

チプトは幼少の頃から不腐の性格で1905年にはジャワ医学校を優秀な成積で

卒えたが，在学当時からひとりとじこもって読書と思索に時をすごすことを好

んだ．また，自 らをオランダ風の生活様式からもジ ャワの貴族 （プリヤイ）の

生活様式からもあい隔てて，もっぱら「クロモ （貧民）の子である」ことを強

調した． ジャ ワの初期の民族主義者の内，チプトとスワルディ とストモの 3人

についてすぐれた比較研究を行なったサプィトリ ・プラスティティはチプ トの

思想的立場を「異議申立人」9) と規定しているが，L、かにもチプトは植民地政

庁とジャワの貴族社会に対してつねに激しい敵意を燃やしていた．その点でデ

ッケルとチプ トとはま ったく合致していたと言える．ストモの回想によればチ

プトはその激しい正義感と辛競な批判精神によってつねに仲間たちに畏敬の念

を与えていたがそれゆえにまた狐独で謂介な人物として人々の自に映じていた

とL、う． ω

医学佼を卒業後チプトはただちに医師となつたが，当時たまたま東ジャワの

マラン地方にベストが発生した際に自ら志願してその撲滅のために赴き，その

行為によってジャワのオラン夕、人の聞にその名を大いに高めた．

その後プディ ・ウトモが設立されると ともにこれに参加しその初代の理事の
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1人に選ばれたがプディ ・ウトモの主導権が中ジャワの貴族層の長老の手に移

っていくのに反対して1908年10月には早 くもブディ・ウトモから離れ，その後

は次第にデッケルとの関係を強めていった.11) 

3 スワルディ・スルヤ＝ンゲラット （1889～1957) スワルディは 1889年

にパク ・アラム家のパンゲラン ・スルヨニングラッ ト（Pangeran Soerjoningrat) 

の次男として生まれた．山父は当時のパク・アラム家の当主パク ・アラム第五

位の甥にあたっていたが経済的に不遇で、あり ，そのためスワノレディと兄のスル

ヨプラノト （Soerjopranoto）の両名は当時のプ リヤイのエリートコースである

H.B.S. （オランタ式高等学校）へ行かずに専門技術者となる道を選んだ．かく

てス ワルディは医学校ヘスノレヨプラノトはボゴールの農学校に進んだが，スワ

ルディ自身は学費不如意のため中途退学せざるをえなかった．医学校を中退し

たスワルディは1910年の 1年聞を中ジャワのプロボリンコ、の砂糖工場で、書記と

して働き1911年にはジョクジャカルタへ移ってそこの製薬工場で働いた．その

当時からスワルディはいくつかの新聞や雑誌に投稿したりその依願で記事を書

いたりしていたが，それに注目したデッケルの要請で1912年にはバンドゥンに

移り『デ ・エクスプレス』等の日刊紙の専任編集者となった．

プディ・ ウ トモと スワノレディとの関係はチ プ トの場合と同様に当初これに参

加し初代の書記と して積極的に活動したが，やがて （1908年中には）そこから

離れ， バン ドゥンに移って以降はデッケルの影響で東インド党の設立に参加す

る一方，イスラム同盟のバンド ゥン支部長となった．

E 「原住民委員会」事件の概要

1 事件の概要 1913年7月初めパンドゥンで「オランダ解放100周年記

念のための原住民委員会」（“Inlandsch Comite tot Herdenking van Nederlands 

Honderdjarige Vryheid＂）ないし「原 住民委員会」（“Com凶 BoemiPoetra＂）と名

乗る委員会が結成された． 7月8日の 『デ ・エ クスプレス』紙がこの「原住民

委員会」の発足を宣言し， 4日後の12日には同委員会のパンフレット第1号が
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発行された.13）このパγフレットは．先ず，委員会の構成メ γパーを明らかに

し，次いで目標とする活動の一端を明らかにした．それによれば，同委員会の

構成員は，議長チプト ・マンクンクスモ，副議長スヤティマン ・スノレヨクスモ

(Soejatiman Soerjokoesoemo），会計ウィグニャディサストラ（A.H. Wignjadisas・ 

tra），会員スラジャ夫人（Soeradjageboren Oneng），ルム（Roem），アプドヮル・

ムイス（AbdulMuis），書記スワルディ ・スルヤニングラットの計7名であっ

た．山また委員会は，オランダ解放100周年の記念式典日にウィルヘルミナ女

王に祝電を送る一方，女王に対して， 1854年に制定された「東インド統治法」

(Indi hestaatsregerin昭g）第111条の撤廃と、東インド議会M の設立を求める請願

を行なう意、図を明らかにした.15) 

7月19日にはパンフレット第2号が刊行された．そこでは別冊の小論文の広

告が掲載されたが，同日この小論文がパンドゥンで少なくとも5,000部印刷され

その配布がはじめられた．山この論文の筆者はスワルディ ・スルヤニングラッ

トでその題は「もし私がオランダ人であったならば」（Alsik eens Nederlander 

was）というものであった．論文にはマレ一語訳（訳者アブドウノレ ・ムイ ス）が

付せられた.17) 

「委員会」の動きを警戒していた植民地政庁のパンドゥン外｜理事官ヤンセン

(T. J. Janssen）はこの論文を一読後，直ちにパタヴィアの検察当局に報告した．

25日にパタヴィアから法務官モ ンサント（H.V. Monsanto）がパンドゥンに到

着しこの論文を出版条令第26条に該当する危険なものと判断し，執筆者と委員

会のメンパーを25日， 26日の両日に訊問しかっ論文を押収した.18）これに対し

「委員会」は，翌26日にチプト署名の「権力と恐れ」（Krachten Vrees）と題す

る一文を『デ ・エクスプレス』紙上に掲載し権力側の圧力が強化されるほど

抵抗者の力も成長すること，それゆえにどのような辛い結果が待ち受けようと

「委員会」は闘争を続ける ことを明らかにした• 19）さらに翌々日の 7月28日に

は『デ ・エクスプレス』紙上にスワルディが再度執筆し「ひとりはすべての者

のために，そしてすべての者はひとりのために」（“Eenvoor alien en alien voor 

従n”）と題する一文を公に した• 20) 
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プリアンゲノレ理事州の理事官 （ヤンセン）は7月25, 26日の訊問と警告とに

もかかわらず，チプ ト， スワルディらの「委員会」のメンパーが「危険な執筆

活動」を中止しないこ とに対し， これを 「公共の秩序と安寧」の破壊を意図す

る扇動行為であると判断し， 7月30日午後，チプ ト， スワルディ ，アプドゥ

ル ・ムイス，ウィグニャディサス 卜ラの 4名を逮捕拘留した.21）ヤンセンは 8

月31日付の値民地総督イデンブルフ（Idenburg）への公信の中で，逮捕理由と

して秩序を回復するために強い措置をとることが必要であったと述べたあとで，

逮捕者が束インド党の領袖 （デッケル）およびイスラム同盟（SarekatIslam）の

指導部と密接な関係にあることの危険性を指摘し，次いで4名の内チプト，ス

ワルディを除く 2名については，長期の拘留を必要とするほどの危険性は認め

られないので訊間後ただちに釈放する予定であるが，チプ トとスワルディの両

名は彼らよりもはるかに極端なデッケルという手本によって「盲L、」にされて

おり．それゆえ近日中にヨ ーロッパからジャワへ戻るデッ ケルをパタヴィア港

で拘留しない限り完全な安寧の回復は実現しないと して，総督にデッケルを拘

留す0ように求めた.22】

デッケノレfi, 8月 1日パタヴィ アに帰還して，チプトらが逮捕されたことを

知るやただちにパンドゥン刑務所のチプト宛に、パンサ‘イ，われわれすべては

あなたを誇りとするグと打電した．山さらに 8月5日付の『デ ・エクスプレス』

紙に「われらの英雄，チプ ト・ マングンクスモとスワルディ・ スルヤニングラ

ット」（“OnzeHeiden: Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningratつと

題する一文を掲載し， 彼ら両名は英雄でありまた犠牲者で、あって後の者がそれ

を手本とすべき先駆者であると称賛した• 24）デッケルのジャワ帰還を静観して

いた当局はこの論文の掲載を機に彼を逮捕した．

インデンブルフ総督は，植民地の秩序と安寧を破壊すると判断した者に対し

総督が通常の裁判を経るこ となしに東インド評議会（Raad Van Nederlands-

lndi邑） 25）の議決のみによっ て， これらの者を追放できる ことを定めた「東イ

ンド統治法」の第47条加を，同事件の逮捕者に対して適用する決意のもとに，

7月31日東インド評議会を招集し， 先ず，チプ トとスワルディの両名の処罰に
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ついてはかった．そこでは，事件の経過と両名の、公共の秩序と安寧’に対す

る危険性などが討議されたのち，統治条令第47条を適用することが妥当である

との結論を下した．その後，数度にわたってデ ッケルへの訊聞が行なわれたが

8月18日に評議会は再度開催されチプ ト，スワルディに加えてデッケルに対し

ても同じ条項を適用することを決定し，同日総督はこの 3名をジャワ島外へ追

放処分にすることを公表した.27）当初，総督はデッケルをティムーノレ島のク ー

パンへ，チプトをアンポン州のパンタ島へ． またスワノレディをバンカ島へ追欣

する決定を下したが， 特赦としてもし30日以内に要請があるならば東インド外

へ立ち去ることも可能であるとした.26）チプトらはその要請をした結果， 8月

27日にかれら 3名はオランダへ向かうことが許された．そしてかれらは同年9

月6日ジャワを離れ，その後デッケルは約5年，チプ卜は約 1年，スワノレディ

は約6年海外での追放生活を送ることになった．

2 植民地政庁の対応 以上に略述した「原住民委員会」事件の中で，事

件の導火線となったのはスワルテ‘ィの記した二つの論文，ことにその第一論文

「もし私がオランダ人であったならば」である．この論文の全訳は資料として

本稿の末尾に掲げるが，その骨子は，いまだ植民地のままである東インドでオ

ラン ダの独立を祝うというオランダ人の矛盾をきびしく 街し、たものであった．

続いてスワノレディが記した第二論文は，この第一論文がオラン夕、人の聞に生み

出した混乱と衝撃とを鋭く指摘した． 確かにこの事件の経過をみていくと，当

時の植民地政庁は異’市と思えるほどにそれが原住民社会に対して与える影響に

ついて神経質になっている．

その中でもことに問題とされたのは， 「原住民委員会」の宣伝文書がたんに

オランダ語によって記されたのみならず，それにマレ一語の翻訳が付せられて

いたことであった． イデンフ、ルフ総督は 7月31日の東インド評議会の席上でそ

の点をとくに強調して次のように述べている． 「今日おこりつつある状況と半

年前（東インド党が成立した頃）の状況との最大の相違は，当時はまだオラン

ダ語での新聞での活動にとどまっていたのに対し，今やそれがすべてマレ一語

でも出版されているという情勢の違いにある」.29）これは，スワノレディらの「委
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員会」のメンパーが，たんに出版条令（ことにその第26条）町の違反の対象に

とどまらず「総督大権条項」（“Exorbitante rechten") 3日と呼ばれた統治法の

第47条の適用対象とされた最大の理由であった．後にスワルディ自身．ジャワ

を追われてオラン ダへ向かう船上で，「私の論文がマレ一語に翻訳されること

さえなかったら，私が罰せられたりいわんや追放されたりすることはなかった

と法務当局の者が述べているのは，要するに民衆がそれ〔独立 100周年の矛

盾〕を知ったり民衆にそれを知らせたりすることは許されないという ことを明

らかにしたものにほかならなL、」加と述懐しているが，この述懐は植民地当局

の意図を正確に言い当てたものであった．そのさい当局がとくに警戒したの

は，「委員会」の一連の出版物がイスラム同盟に及ぼす影響であった．それはと

くに事件に関係した者の内，スワルディが当時のイスラム同盟バンドゥン支部

の支部長であり，アブドウル ・ムイスが書記であることに起因していた．その

ため総督は7月31臼ただちに東インド問題の顧問官リンケス（D.A. Rinkes）に

対L，スラバヤ在住のイスラム同盟の中心的指導者であるチョク ロアミノ卜の

動静，とくに彼とバンドゥン支部の関係を探るように命じた.33）総督は8月25

日付の植民大臣デ ・ワール（DeWaal Malefijt）宛の報告文書の中でこの点に

ふれ，当面，イスラム同盟への影響は見出されないと述べ，その危険のないこ

とを安堵の念とともに伝えている• 84) 

この報告の中で総督自身， やその危険グ（hetgevaal) とし、う表現をしている

が，その内容を構造化してみると，それは，デッケルなる、危険人物’の‘危

険思想グが，チプト，スワルディを経由して民衆に注入される ことへの警戒で‘

あった．イデンブルフをはじめとする政庁の要人は，デッケルを秩序を破壊す

る危険思想、の扇動者とみなしていただけでなく，彼の人格そのものに強い不信

感を抱いていた• 35）本国宛のいくつかの報告書の中でイデンブルフはしばしば

デッケルについて「まったく信頼できない男」「うそつき」といった印象を伝え

ている.3のその印象はすでに記したようなストモのデッケル評とはまったくあ

い反するものであった．政庁にと ってはこのデッケルなる、アナーキストグ87)

がチプトやスワルディを通じて植民地社会の下部へ影響を及ぼすことをおそれ
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ていたのであり，その場合，チプ卜やスワルディは，総督宛公信の中でヤンセ

ン理事官がいみじくも述べているように，デッケルによって、盲L、＂の状態に

陥っている舶のであり，デ ッケルと民衆をつなぐ 吋中立人グ （tussenpersonen）の

役割を担わされていると認識されることになる.3め このこ とは，7月31日の東

インド評議会における，東インド顧問官リンケスおよびパンドゥン地区監督官

ラーフェンスワ ーイ（G.D. van Ravenswaay）という土着社会の内部にもっとも良

く通じていた2人の役人の発言にも端的に示されている.•OJ 彼らは，スワルデ

ィの第二論文について論評した際その論文に二つの重要なジャワ語の成句が含

まれていることに注目して，それらのジャワ語が含意する暗示的性格のゆえに，

第一論文が「原住民にほとんど影響を与えなかった」のにひきかえ，はるかに

直接的にジャワ人の胸を打つであろうと述べた.41) そこでリンケスらが注意を

喚起したのは，換言すれば，スワルディが吋中立人’としての役割を見事に果

たしたということであった．

したがって植民地政庁のこの事件に対する対応は，事件そのものをデッケル

とし、う値民地支配者集団内部のー異端者，ことに，倫理政策の枠組を破壊しよ

うと意図している異分子のその扇動に基づく陰謀事件として捉え，デッケルと

彼に従う少数の士着知識人をできる限り迅速に現地社会から除去することによ

って，事件の鉱大ことに現地社会にその思想が浸透することを未然に阻止しよ

うとすることであった．仙しかし「原住民委員会」の結成とその活動にデッケ

ルが直接参画しまたチプトやスワルディの背後でその活動を指噂したという具

体的な証拠は何一つ見出せなかったばかりか，「委員会」の活動はデッケルの

不在中にもっぱらチプトとスワルディの両名によって領導されたものであり，

デッケルは彼らが逮捕されたという報に接して彼らの行為を讃えこれを声援し

たにすぎないということは，事件の経過から明らかであった．イデンブ．ルフが

第47条の「総督大権」を適用したのは「公共の秩序と安寧」を乱すか否かとい

う基準がもっぱら総督の判断にゆだねられるという、利点’を行使したのであ

り，その場合に明示的な証拠はさほど重要ではなかった．それゆえに総督らは，

彼ら 3名が樋民地政庁の支配の正当性を否定するという思想に基づいて言論活
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動を行なってきたという彼らの、確信犯グ的性格をもっぱら問題にしたのであ

った.4めそれはそのまま，彼らの活動が政庁に与えた混乱と衝撃の深刻さを物

語っていたが，それをもたらしたのは何よりも先ず，スワルディの第一論文で

あった．

m 支配と抵抗の様式

1 支配の様式 この事件に関する政庁側のさまざまな公文書の顕著な特

色はスワルディの第一論文すなわち「もし私がオランダ人であったならば」と

いう論文のタイトルに対する言及頻度がきわめて高いのにひきかえ，その論文

の内容について言及されることがほとんどないという点である．内容について

のコメントは， 7月31日の東インド評議会の席上でイデンブルフがわずかに

「この風刺文」“＞ (dit schotschrift）と述べている以外はすべて「オランダの権威

をおとしめるもの」ないし「異なる社会集団聞の不和を助長するもの」という

法律の条文中の語句が用いられているにすぎない．一方，この事件の一件書類

は，スワルディ署名になるオランダ語マレ一語併用の論文が出版されたこと，

そしてそのタイトルが「もし私がオランダ人であったならば」というものであ

ったことをくりかえし記載しているーこのことは明らかに，論文のタイ トルそ

のものが問題にされていたことを明らかにしている．

スワルディの第一論文そのものは，たしかに風刺文の性格を示しておりスワ

ルディ自身もそのことを文中で触れているが，しかし，それはどのような意味

においても，たんに郷捻を目的とした一文で、はなかった．「もし私がオランダ

人であったならば」とLづ時の「私」は結局ジャワ人スワルディ自身にほかな

らず，従って彼は実際に文中を通じて「オランダ人」で終始することは不可能

であった．論文の後半における「私」は「もし」とし、う仮定を捨てさって， 樋

民地社会に生きるひとりのジャワの青年そのものとなり，オランダの植民地支

配を告発している• 45）それにもかかわらず，総督がこの論文について述べた

「風刺文」とし、う感想は，この論文のタイトルを目に したオランダ人が先ず第
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ーに 「からかわれた」と L、う印象をもったこ とを示しているであろう．そして

また東インド評議会における東インド顧問官リンケスらのスワルディの第二論

文に関する発言は，この第一論文が「原住民にほとんど影響を与えなかった」

のにひきかえ逆にオランダ人に深刻な衝撃を与えたことを問わず語りの内に示

唆したものでもあった． しかし政庁はそのいわばすぐれて心理的な衝撃につい

て彼ら自身の解析を行なうとしづ経路をまったく経ることなしに，換言すれば

その第一論文が彼らの聞にひきおこした憎悪の念に基づいて情緒的に対応する

ことなしに，もっぱらそれを「事に即して手際よく処理する」（zakelijkheid)•5> 

こと，すなわち法律の条文の適用如何について顧慮することに専念した．その

I限りでイデンフヂルフ総督をはじめとする当時の植民地高官は有能な法律家と し

て機能することに徹したわけで、あり，スワルデ ィの論理に即してその論理に対

抗しそれを否定するとし、う立場をとることはついになかった．それは，東イン

ドの植民地政庁がもっぱら植民地官僚集団として機能しそのために先ず何より

も zakelijkheidに徹するというオランダの植民地支配の様式を典型的に示すひ

とつの事例であったといえよう．そこでは植民地支配の正当性を主張するイデ

オローグ （ないしデ、マゴーグ）の役割はさほど重視されることはない．すぐれ

た、政治家グでなくすぐれた、実務家’が先ず必要であり， 、実務家グの権限

の枠内で植民地の経営が可能であるというオランタの東インド支配の特徴がそ

こには顕著に示されている．だからスワルディが植民地支配の正当性そのもの

に疑義を提出したとき，政庁は，総督以下 、植民地主義者’とし てではなく ，

司実務家’としてそれに対応したのである．彼らにとってはスワルディの思想

の当否よりもそれがもたらす効果が先ず問題なのであった．また，彼らの関心

：は彼の思想、を否定したり彼に、転向グを迫ることにあったのではない• 47）彼ら

の関心は当面の、危険’を除去することに集中しており，そのために彼を植民

地社会から隔離することに専念したのである．

このようにイデンフeルフらは，スワルディやチプトに対する情緒的な対応を

・極力押さえたが，一方で，同じオンラタ人であるデッケルに対しては，「うそ

つき」ないし「まったく信用できなし、」等の憎しみを吐露している． 「デッケ
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ルこそもっとも危険」なのであり，デッケノレという「危険人物」がチプトやス

ワルディを「仲立人」としてその思想を土着社会に浸透させるとき「危険」は

限りなく増幅されるというのが彼らの、危険感グの根底をなしていた. zake・
lリikheidを行動様式の基底に据えるこれらの、実務家集団’（＝官僚集団）にと

って，デッケルはそれを否定する異分子であるがゆえに危険なのであり，一方，

土着社会はリンケスの言うように「ワヤンの神秘」にみちた不思議な社会であ

るがゆえに無気味であった．ここでは，土着社会は彼らにとって、了解不能’

な世界であり，その世界にデッケルというオランダ人にとって了解可能な危険

人物が影響を及ぼそうとすることが，何よりも、危険グであるとみなされてい

た．、了解不能グな世界についてはこれを封印し，そこから生じてきた具体的

な問題についてはそれをもっぱら zakelijkheidによって処理していくという支

配の型は，その土着社会からオランダ人にとって了解可能であるような新しい

知識人（それは先ず何よりも機能者集団（vakman）としての役割を果たすこと

を期待されていた）を創り出すことをその眼目のーっとしていた倫理政策の時

期を通じて，実は逆にますます強化されていたので－あった．そしてデッケルに

対する憎しみの根底にあったのは，彼の思想と行動とが土着社会とし、ぅ、パン

ドラの箱グを聞きかねないとし、う怖れであった．その怖れは， 実は，土着社会

が外からの、福音グの訪れを待っており，それゆえに倫理政策を通じて、西欧

の福音M を外からもたらすのであるという思怨と一対をなすものであった．そ

れは，、福音グとともに、悪魔の誘しグもまた土着社会の外からのみそこへもた

らされうるとし、う危倶の念であった．だから，この事件は，植民地政庁に即し

て考えてみれば，倫理政策のもつ二つの側面が典型的に示された事例として把

握されることになる．もう一つの事例とは，カルティニ（R.A. Kartini, 1879～ 

1904）の例であり，そこでは，アベンダ．ノン夫人に代表されるオランダの、福

音グがカルティ ニを、仲立人グとして土着社会にもたらされたと考えられたの

である．そしてこの事件においては，いうまでもなく ．デッケルが、邪教の伝

道者グであり，チプトとスワルディとがその使徒であるとみなされることにな

る．
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しかし果たして，hξンドラの箱グは外からのみ聞けうるものなのであろう

か．スワルディは実は箱の中からふたに手をかけようとしたのではないのであ

ろうか．

この点をスワルディの論文に即して検討してみよう．

2 抵抗の様式 すで、に述べたように，スワルディ自身が何故この論文を

記したか，また何故そのような題をつけたかについて，オランダ植民地政庁は

スワノレディへの訊問の中で、も彼ら自身の会議の中でも触れることはなかった．

彼らはその動機をもっぱらデッケルの扇動によるものとして片付けたので、あり，

せいぜいのところスワルディ自身がたしかにその論文の真の執筆者であること

を確認したにすぎなかった．当初，政府はこの論文が真にスワルディの手にな

るか否かについて疑問をもっていたようである．彼らは，真の執筆者 （おそら

くチプト）がし、て，スワルデイはたんに名前だけを貸したので

ていた節がある．外見上温厚なスワルディがこのように「反逆的」な一文を草

することはまったく意外であると考えられたようである..のまた，スワルデ ィ

自身も自らの動機について明らかにしなかった．

「もし私が～であったならば」とし、う仮定法現在形の用法はインド ネシア語

{Sekiranya saya ... ないし Seandainyasaya＇＂・）およびジャワ語（Saupamaaku・・・）

の用法として決して特殊な，従ってまれにしか用いられないとし、う用法ではな

い．ただその場合，通常はそのことが可能であるかないし生起しうる場合に用

いられるのであって，不可能で、あることを仮に想定してみるというオランダ語

の用法（Alsik・・・was）とはその趣きを異にしている スワルディは現にジャワ

人であり彼がオランダ人であることは不可能であるから，「もし私がオランダ

人であったならば」 （“Alsik eens Nederlander was＂）と いうタイトルは，ジャ

ワ語 （ないしインドネシア語）とオランダ語との徴妙な表現方法の差異をス ワ

ルテ‘ィが敏感に感じ，その差異をいわば利用しようとしたことを示すものであ

ろう．

この意味においてスワルディはたんにオランダ語に習熟していたというだけ

でなく ，言語を操作しまたは言語を武器とするという能力をこの論文のタイ ト
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ルそのものを創造することによって，見事に示したといえよ う．当時のオラソ

ダ人にと っては，「も し私がオランダ人であっ たな らば」 というタイトルその・

ものがすでに十分に衝撃的であり挑発的であった．山ひとりのジャワ人青年が

自らをオランタ人であるかのように自己規定した上で、その同じオランダ人を批．

判すると L、う方法を独力で獲得し，しかもその批判をオランダ語で記したこと

だけですでに許しがたいことに感ぜられたのであるそれは，カルティニがオ

ランダ語で綴った書簡集をほとんど無条件で賞讃 ・受容しその書簡集のタイト

ルを『暗黒を越えて光明へ』（“DoorDuisternis tot Licht＂） と名付けて倫理政

策の 、福音’（それはアジアの土着社会という閣に西欧が光を与えるという形

で示される）を謡歌した精神構造とほとんど対の関係をなしている．

一方，スワルディ自身はこの論文とともに後代の民族主義者の間でゆるぎが

たし、権威を確立することになる．それは，いうまでもなく彼がこの論文によっ

てチプ トとともに流刑追放とし、ぅ 、受難者’の、苦行の旅’（samadi）に旅立つ

ことになるというジャワ人の修業者のイメージと重なり合っていることに何よ

りも起因するのであるが，この論文自体に即して言えば次の二点を指摘するこ

とがで‘きる．

第一にスワルディのこの論文は，ジャワ人が植民地支配者に対してオランダ

語を駆使して政治的な自己主張を行なったもっとも最初の例であった．そこで

は，ー土着民 （Inlander）のスワルディがオランタ人と対等の言語で強い自己

主張をなしえたのであり，それは，ジャワ人にと っては，ワヤンの物語のなカ与

でただひとり神々と対等の言語（ngoko）で会話を行なうピーマ王子（Wrekodoro-

Bima）のイメ ージと容易に重なるものであった．スワルディはオランダ語に習白

熱しこれを操作する能力を獲得する ことによってオラ ン夕、．語をあたかもジャヴ

人の社会において身分の対等な者同士ないし上位の者が下位の者に話しかける

時に用いる言語である ngokoと同様なものとして用いることに成功したので

ある．スワルディはオラン ダ語を意識的に ngoko化して用いた最初のジャワ

人であったと言えよう．

第二に第一の点と関連して，スワノレディはこの論文において言語を操作し創
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造するすぐれた能力の持ち主である ことを示した．後年の民族主義者は彼の文

筆の才に畏敬の念を払った．彼の生み出すある言語，章句はしばしばある状況

ゃある運動の精髄を表現するシンボルと して用いられた．人々は時として彼か

ら託宣を待ち望むかのように彼の作り出す文章に注目 した． そして彼はそのこ

とにもっとも成功した民族主義者のひとりであった． 指導者の資質があるシン

ボルないしスタイルを土着の文化体系と関連づけて創り出しまたこのシンボノレ

ないしスタイルを操作することに何よりも関わっているということは，インド

ネシア民族主義の基本的な問題として別に論ずべきことであるが，いずれにせ

よス ワルディはすでにこの論文，なかんずくそのタイトルを独創することによ

って， ジャワ人の価値観をシンボル化しそれをスタイルとして示すことに独特

の才能を明示したので、ある．

それでは，この「もし私がオランダ人であったならば」としづ論文で様式化

されているジャワ人の価値観はどのようなものであろうか．すで・に述べたよう

にこの論文の顕著な特徴は先ず第ーにスワ／レディが本来そうなる ことが不可能

であるオラ ンダ人に仮になったと してとし、う前提で議論を展開していることで

あり，第こにはそこで示されているある種の戯文的な性格である．オランダ人

に対する皮肉と榔織がそこでは繰り返し記されているが，それは祝典の遂行の

ために土着住民から寄付金を募る ことに触れた一節に至って極点に達している．

そこでは「損得勘定に敏感なオランダ人」の計算高さが明示されるとともに，

その「計算」と同じ観点から土着社会の 「損得勘定」を計算しそれが土着民

にとって一文の得にもならないことを示してみせる．次に，実はオランター人の

その企画がオランダ人にとってもまた一文の得にもならないことを，オランタ

人とはまったく別の「計算の基準」を用いることによって証明している．先の

言葉を再び用いて言えば，それはオラ ンダ植民地支配の基礎をなす zakelijkheid

によ っては決して把握することができない「基準」である．そのことをスワノレ

ディは自らオランダ人であると措定した上でオランダ人に対して説得しよう と

したわけであるから，それを一読したオランダ人が「からかわれた」と感ずら

のは当然であった．
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ゃっし

この論文のこのような特徴は、風刺H および、婁グの精神として要約するこ
ゃっし

とができる．それではこの、風刺グと、婁’の精神はジャワの文化的伝統の中

でどのように機能しているだろうか．ジャワ文化の精髄と考えられるワヤンに

ついてその点をみてみよう， 50) 

ワヤンの中にはプノカワン（Pun品kawan）と呼ばれる道化者の一群が登場する．

プノカワンとは本来、随行者’の意味であるが，ワヤン劇の中では英雄に付き

添って動く道化者として現われ奇妙な容姿と振舞によって喜劇と笑劇とを演じ

観客の笑いを誘う．しかしまた彼らは英雄たちの出身階層で、ある貴族武士（サ

トリオ）の階層に所属しない庶民の出身であるがゆえにサ トリ オの提や道徳律

にしばられることはない．彼らはそのために時としてサトリオの価値観に対す

る鋭い批判者として機能することになる．その批判はつねに皮肉や郷捻という

、風刺’の形をとって現われるが，その、風刺’には笑いがともなう．一方また

ワヤンの中には神々がこの世につかわした使徒ないし神々の化身そのものであ

るような人物も登場する．彼らは貴族と庶民とを問わずこの地上の人聞社会に

たちまじって行動するがその究極の目的は神々の意志をこの世で実現すること

にある．彼らは典型的には王や王族の助言者ないし王子たちの教師として登場

し英雄たちが困難に遭遇した際にそれを克服しまた打開する指針を示唆する．

パンディト，アジャル， グ、ルなどと呼ばれるこれらの人物は危機的な状況が到

来すると突如舞台の前面に登場し予言者としての機能をはたすのである．

ワヤンの個々の場面（ラコン）の骨組となっているのは，以上に述べた道化

者と神の化身という 2組のあい異なる登場人物であると言うことができる．多

くの場面は，道化者のまきおこす笑いと混乱と風刺とを横糸とし，神の仮身に

よる神々の意志の実現を縦糸として成立している．

ところで，ワヤンの登場人物の中には道化者でありながら実は神の化身でも

あるというこつの要素を同時にかね備えた人物が幾人か現われてくる．その典

型がセマル（Semar）である．セマルは完全にジャワ起源の人物であると考え

られている．彼は神のこの世における婁の姿として現われ，プンドオ王国の王

子たちの養育者として登場する．しかも彼はこの世での出身は道化者であって
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まことに不自然で醜悪な格好をしており．道化者に似つかわしい愉快な冗談や

仕草を続ける.51) だが時としてそれはサ トリオの全価値体系に対する痛烈な風

刺となる．一方彼は実は偉大な智恵の力を賦与されており，彼がひとたび‘神の

化身として機能するとき（それは，彼の怒りと嘆きを契機としてはじまる）そ

の力を制御しうる者はこの地上には存在しないのである．ワヤンのすべての登

場人物のなかで，セマルほどジャワの庶民に親しまれている人物はない．

ワヤンの中で示され，このセマルとし、う特異な性格において一つに結品して

いる、婁’と、風刺’の精神は，先のスワルディ論文の中で相似形として表出

されていると言うことができょう．スワルディ自身，その生涯にわたってセマ

ルを自らの理想像ないし似姿としてこれに傾倒していた• 52）もっとも，青年ス

ワルディが先の論文を記すに際してセマルのことを明確に意識していたか否か

は明らかではない．これは定かではないにせよ，彼はセマルに象徴される、風

刺’と、宴’という二つのジャワの価値観を，彼自身の時代の局面にてらしそ

れに適応させつつ見事に様式化してみせたのである．

こうしてみると，スワルディは政庁が懸念したようなデッケルの、仲立人グ

であるよりも，むしろジャワ社会の、仲立人’としての役割を果たしたという

ことができる．

以下はスワノレディの論文の翻訳である．論文は次の6種がある オリジナノレ・テキ

ストは入手できなかったが（1）を原文テキストと考えて良いであろう (2), (3), 

(4）はそのインドネシア語訳（なお，（2), (4）は同一である）， (5）はジャワ語訳，

(6）は英訳である なお（1), (2）は白石隆氏（東京大学）の御好意で閲読の機会を

得た記して謝意を表する次第である．

(1） “Als ik eens Nederlander was”（Ki Hadjar Dewantara, Dari Kebangsaan 

Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan, Kenang-kenaπgan Ki Hadjar 

Dawantara, Jakarta. 1952, pp. 250-255) 

(2) “Anrlai Aku seorang Nederlander.…・・” (Ki Hadjar Dewantara, Da, , 

Kebangsaan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan, Kenang・kenanganK, 

Hadjar Dewantara, Jakarta, 1952, pp. 256-262). 

(3）“Sekira aku seorang Belanda”（M. Balfas. Dr. Tjipto Mangoenkoesoeno. 

pp. 11-15) 
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(4）“Andai aku seorang Nederlander. ..” （Pusara, Yogyakarta,, Vol. 43, No. 

19, 197 4 pp. 373-377) 

(5） “Saupama aku Landa”（Mekar Sari, Yogyakarta. Vol. 3, No. 7, 1959, 

pp. 7-8) 

(6）“If l were a Dutchman" (S. Prastit Scherer, Harmony and Dissonance, 

pp. 298-304) 

（資料）

『もし私がオランダ人であったならば』（全訳）

近頃の新聞紙上には，オランダ独立100周年を祝うための一大祭典を催すことに関する

記事が大々的に報道されている．いうまでもなくこの国のすべての住民は，たとえオラ

ンダが当時の独立諸国のなかでももっとも後塵を拝する国であるといえども，オ ランダ

がきたる11月をもって君主王国として成立してからち ょうど100年が経過したということ

を忘れてはならない

この来たるべき祭典について，その妥当性の観点からいくつかのことを語ることがで

きる この祭典そのものが，オランダ人の父祖たちがその英雄的行為によって創りあげ

た国家に対する彼らの愛国の感情を十分に示すものである．きたる祭典で記念される こ

とは，一世紀前にオランダ人が自らを外国人の支配から解放し彼ら自身の国家を樹立 し

たということであろう．私も祖国の歴史にとって栄光ある日を祝おうとするオランダ人

の愛国心を容易に感ずることができる．何故ならば私もまた愛国者であって，その祖国

を愛しているオランダ人のように，私も私の祖国を筆舌に尽くしがたいほど愛している

からである

そのような大切な民族の日を祝いうるとは，何たるよろこび何たるしあわせであろう

か！ もし私が例え一時たりとも，オランダ人になれたなら，それも，名目上のオランダ

人でなく，すべての外国の支配から解放された、偉大なるオランダ国’の真実の国民に

なれたなら，それは何と楽しいことであろうか．もし来たる 11月の祭典が私の長らく待

ち望んでいた独立式典の日であったならそれは何と愉快なことであろうか．もしそうな

らばオレンジ色のリボンのゆわえられたオランダ王国の三色旗のはためくのを目にする

ことはL、かにうれしいことであろうか 私は声の酒れ尽くすまで、ウィノレヘノレミナ’と

、聖なるオランダの血’の歌をそのメロ ディーが流れるたびに歌いつづけるであろう．

私はその祭典の盛大なことを誇りとし教会で神の慈愛に感謝を捧げ，オランダの力が

この植民地においてもつねに確かなものでありその偉大さが植民地においても確かに維

持されていくようにと神に祈りを捧げるであろう 私はそのためにこの東インドにいる

すべてのオランダ人に寄付を仰ぐであろう．それはたんに式典を祝うためにのみで、なく，

オランダの自由を守ることを目的とするコリンの、海軍強化の計画’を支援するために
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も行なうのである．訟は．．．しかり私は，もし私がオランダ人であったならば，さらに

何を私が行なうか自分ではもはやわからない 何故ならば，私はありとあらゆることが

できると感ずるからである．

しかし，そうではない．もし私がオランダ人であったならば，私にはとてもそういう

ことはできない確かに私は，きたる独立式典ができる限り広範にとり行なわれることを

期待するだろう．しかし私は，この国の住民がその式典に参加することを認めないであ

ろう．そして私はむしろ，その祝祭の場所でわれわれの独立をわれわれが鹿賀している

のを原住民がたとえひとりたりとも自にすることがないように，その場所に垣叡をめぐ

らずであろう

私の考えでは，もしわれわれが（ここでは私は依然として観念上オランタ人なのであ

るが）土着住民に対してわれわれの祖国と民族の独立を祝うようにすすめるならば，そ

れはたんに適切で、ないというだけでなく，見苦しいことでもある．まず何よりもわれわ

れは彼らの名誉心を傷つけることになる 何故ならばわれわれは，現にわれわれが支配

している国でわれわれの独立を祝うからである. 100年前にわれわれは外国人の支配から

解放されたことを飲喜の念で迎えようとしているーそしてそれを今われわれが支配して

し、る人々の自の前で行なおうとしている．彼らもまた，われわれと同様に，彼ら自身の独I

立を祝福する時が訪れることを待ち望んでいるのではないであろうか それとも，われ

われは，これらすべての土着住民はわれわれの統治の結果その独立の精神をまったく喪

失させてしまったとでも考えているのであろうか．もしそう考えているのだとしたら，

われわれは自己欺臓をおかしていることになる．何故ならばすべての民族は例えし、かに

未開であるとしても，すべての植民地支配を拒否するものだからである もし私がオラ

ンダ人であったならば，私はわれわれ自身がその独立を剥奪している国で，独立の祝典

を行なわないであろう．

このように考えてくると，土着民に対して祝典のための寄付を押し付けるということ

は，正しくないばかりでなく適当なことでもない この地で祝典を挙行するという思想

自体がすでに彼らを侮辱して余りあるというのに，われわれはそのためにあまつさえ彼

らのポケットから金を盗み取ろうとしているのだ それはまさに彼らへの精神的物理的

な侮辱である．

この東インドで祭典を行なうことによってわれわれはし、かなる利益を期待しているの。

であろうか．もしそれが民族の歓喜を表明しようとするものであるならば，われわれがそ

れをこの植民地で行なうことはない．それはこの地の人々の心を傷つけるものである．そ

れともわれわれは，政治的権力を誇示しようとするのであろうか．もしそうなら．それ

は，現にこの東インドの地で人々がまさに覚醒しはじめそして自らを組織しはじめた と

きに，その彼らに対してやがて彼らが祝うべき独立の祭典についてその手本を示すこ と

にほかならないのであるから，まったくおろかなことと言わなければならない．それは駒
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われわれが無意識のうちに彼らの将来の独立に対する希望と欲求とを覚醒させることで

ある われわれははからずも彼らに対して次のように叫んでL、る 「みよ いかにしてわ

れわれが自らの独立を祝うかを．独立を愛せ 植民地から解放され．独立を獲得した人

民がいかに幸せであるかをしかと見よ！」

やがて11月がやってきて独立の祝祭が行なわれたならば，オランダの植民者たちはた

いへん危険な政策をとったことになる 私はオランダ人であるといえども，その責任の

一端をになうことを欲しない

だから，もし私がオランタ人で、あったならば，その記念祭典を行なうとし、う要求に対し

て抵抗するであろう 私はあらゆる新聞紙上でそれを行なうと願うことは誤りである と

記すだろう 私はすべての私の仲間たち，オランダ人の植民者に対して，いま独立祝典

を挙行することの危険性を喚起するであろう．私はオランタ人に対して，すでにわれわ

れに従わないという勇気を示しはじめている東インド’の住民たちの感情を傷つけないよ

うに忠告するであろう．私は，持てる力のすべてを，そのために尽くすであろうー

ああ，しかし，・－…私はオランダ人ではない．私は，ただ，熱帯に住む有色人種のひ

とりであり，オランダの植民地の土着民のひとりにすぎない．だから私は，抵抗する こ

とはないであろう

何故ならばもし私が抵抗すれば私はかならず彼らの怒りに触れるであろう．私は私の

国の支配者であるオランダ人を侮辱したとみなされるであろう．それは私の望むところ

ではないし私に許されていることでもない．もし私がオランダ人であったならば，やは

り私もまた東インドの人民を侮蔑することを好まないのではないであろうか

私はまた女王陛下に対して不敬を働いたとして告発されるであろう．そしてそのよう

な行為は，決して容赦されることはないだろうー何故ならば，私は女王陛下につねに忠

誠を尽くすことを義務づけられている植民地の土着民だからである

それゆえに私はそれに抵抗しないであろう その反対に私は祝典に参加するであろうー

そして寄付の徴収が行なわれるならば，例え私の生計費の半分がそのために削られること

になろうとも私はその寄付に応ずるであろう．蘭領東インドの樋民地住民として，わが

主人の国であるオランダ人の独立式典に参加することは，私の義務だからである 私は

また，女王陛下を主として頂くこの国の他の住民たちに対して，その祝典に参加するよ

うにと呼びかけるであろう 何故ならばその祝典は純粋にオランダ人のための祝典であ

り，そしてそうであるにもかかわらず，それに参加することはオランダに対するわれわ

れの忠誠を示す絶好の機会だからである それは何と楽しいことであろうか．神よ，私

がオランダ人でないことに感謝します！

さあもう十分だ，風刺はここまでとしよう．

この論文の冒頭で記したように，オランダ独立の一世紀を祝うという思想はオランダ

人が彼らの也国に対する忠誠心を示す機会を作るということに端を発している そのオ
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ランダ人に対して，彼らが民族の式典を祝うことに関する限り私はL、ささかも嫉視する

いわれはない その際に私の同胞の心を傷つけているのは，ただ，土着住民に対して彼

らがいささかの利益にもあずからない事業のために財政的な負担を負わせるという思怨

そのものである

われわれがその式典に援助を与えることが，いったL、どのような利益をわれわれにも

たらすと言うのであろうか．まったく一文の利益にもならないではないかそれはせいぜ

いのところ，われわれに，われわれがし、まだ独立していないこと，そして，イデンプノレフ

総督がこの地を支配している限りオランタはわれわれに独立を与えることはないであろ

うということを想起させるにすぎない それゆえにわれわれは，例えいかにそれがばか

げたことにみえようとも，その式典を通じて，あらゆる人々にとって自らの独立を想起

すること11一つの義務で‘あるとし、う教訓を得ることになるであろう．

そのゆえに私は，パンドゥンの日刊紙『カウム ・ムダ』および『デ ・エクスプレス』

紙上で唱道された式典に関する思想に特別の関心をそそられるのである．そこでは，土

着の知識人たちが委員会を結成したこと，そして彼らは，式典に際してそれを慶賀する

とともに，統治条令第111条の撤廃と土着民の代表議会の早期実現とを請願する電報を女

王にあてて送るということを計画していることが明らかにされたのである．

これらの請願の成果，とりわけその最後の項目に関して私はここで論じないほうが良

いであろう それがもっ意味はまことに大きくまた重要なものである そこに意図され

ている強固な要請は，それ自体現在まで政治問題について民衆が論議する権利はまった

く与えられていないことに対する抵抗となっている 換言すれば，われわれは自らの解

放を願うとしづ権利を失っているということである いまその独立記念の式典を予定し

ているオランダ人のように，独立を愛する民衆はその委員会の請願の正当性を承認しな

ければならない．

代表議会を形成するとし、う提案に関して言えば，この提案が明示していることはその

方法がどのようなものになるにせよ，民衆に言論の自由と参政権とを与えるということ

である それはきわめて必要なことである 東インドの住民が完全に目覚め，そして彼

らが急速に成長したという時がやってきたなら，その時，いまはまだ植民地の住民であ

る彼らが彼らの主人を追放する可能性があることをよく考えてみる必要があるだろう．

その時，どのようになるであろうか 実際，やがて4,000万の人々が目覚め，そして彼ら

が， 、人民代表’と称されているオランダ下院の 100名の議員に対して正義を要求した

ら，どうなるであろうか．そういう危機が訪れたとき，彼らはたちまち降伏を欲するであ

ろうか

ほんとうをいえば，先の委員会が代表議会を要求するというのは少々奇妙なことであ

る．目下のところ蘭領東インドの値民地政府は，いやいやながらであるとはいえ，われ

われの内の幾人かを指名してこれをわれわれの代表とみなし彼らを、植民地委員会’の
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委 員ないし、各地区委員’の委員に任命することによって，代表機関の成立を認めてい

る そこに先の委員会が結成され一つの強烈な提案を行なおうとしているのである す

なわちそれは，代表議会の成立というま さにそのこ とである

思うに委員会の主な意図は抵抗の姿勢を示すことにあって，やがてその成果がどうな

るかについて考慮しているのではない オランタ民族がその独立の記念式典を行なおう

とするまさにその当日に，委員会がオランダ女王に対して 4,000万人の民衆に対するオ

ラン ダの植民地支配を終らせるようにと要請することは，実に興味深いことではないで

あろうか それこそ，いま現に進行しつつある独立の祝典を挙行しようとする考えと態

度から生み出された一つの反応なのである

ほんとうに，もし私がオランダ人であったならば，私はいまだ循民地である国で独立

の記念式典を祝うことはないであろう．その前に，先ず私はわれわれが支配している民

衆に独立を与え，そしてその後ではじめてわれわれの独立式典を祝うであろう
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とLヴ 格言であり後者は，ワヤンの登場人物の内もっとも聖なる人物とされているユディスティ

ロが所有している宇宙の秘蹟について記されている書物の名である とのカリモソドを開いたも

のはいまだかつて君主ひとりとしていないと考えられている. 16世紀にイスラムが中ジャワで布教

し始められた頃，布教師たちはコ ーラ ンこそそのカ リモソドのこ とであるとしてイスラムの宣教

の効果をあげたという ．

42) ヤンセン理事宮は，「デッ ケノレこそもっと も危険な人物である」と報告している 〔Mailr.No. 

1618/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56）〕。

43) このことは，彼らに対する適用法が出版条令第26条から統治法第47条へと変更されたことにも

うかがえる．なお，この経過は次に詳しい （Vander Wal, op. cit., p. 321) 

44) Mailr. No. 1695/1913 (Verbaal 25 September 1913, No. 56）〕

45) この手法は小説『マックス ・ハーフエラーノレ』において， 語り手の知人の体験を語り手が別の

人に託して記してもらう という，キノレケゴーノレ的な設定で物語が展開されながら，最後の数ベー

ジに至ってその複雑な道具立てをすべて打破して，真の作者ムノレタ トクリ が素顔で現われ，オラ

ンダ王に対して詰問するとL、う手法を想起させる しかし小説 『マックス・ハーフエラーノレ』が

スワノレディにどのような影響を与えたかは明らかではない．

i6) zakelikheid は字義通りには，zaak（事物，事実，客体等）にかかわる行動様式思考様式を表

現する場合に用いられ，とく にそれは，その様式が zaakに却している場合の性格や態度を合

意するものとして用いられる マックス・ウェーパーが近代官僚制の特質としてあげた引合理
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性”の概念と近似しているが，zakelikheid はも司と広く，しばしば，オランダ人が自らの民族

的特性を語る場合に引き合いに出される．したがって， 適当な訳語がさ し当たり見出せないので

原語のまま用いる なお，アγ ダーソ ンはこの用語が合意している概念はオランダに独自なもの

であり英語にもその適当な対応諮は見出せないと述べている. B. 0’G. Anderson，“Japan, The 

Light of Asia，＇’ J. Silverstein (ed.) Southeast Asia in World War II, New Haven, 1966, 

p. 36. 

47) スワノレディへの訊問に際して論文の内容に触れる訊問はまったく行なわれていない

48) M. Balfas, op. ciι，pp. 1-24. 

49) オラ ンダ＝イ ン ドヰシア両国間の文化協定にもとづくイ γ ドネシア側の活動に批判と勧告をす

るに際して，オラ ンダ人レネスは 「もし私がイγ ドネシア人であったならば」という仮定で独立

国イ ンドヰシアに対して発言する継利を，かつてスワノレテ．ィが与えてくれたと述べている これ

はこのタイトルがオランダ人に今日なお記憶にとどめられていること，またそれがどのような形

で記憶にとどめられているかを示す一例である. Bernard Renes, "Het Hoger Onderwijs in 

Indonesie: Mogelijkheden en Beperkingen，” Overzicht, Vol. V, No. 9, 1976, pp. 32・39.

50) 以下のワヤンに関する記述は次のものによる ところが多い．

B. o・ G. Anderson, Mythology and the Tolerance of the Javanese, Cornell Monograph 

Series, 1965. 

Pak Hardjowirogo, ~-edjarah Wa;ang Purwa, Jakarta, 1968. 

B. 0’G Anderson, "The Idea of Power in Javanese Culture，” Claire Holt (ed.) Culture 

and Politics in Indonesia, Ithaca, 1972. 

51) セマルは，肥満体でとくに胸と尻は飛び抜けて大きい 男の着物を着ているが女のような化粧

をしている 顔は男とも女とも判じ難い

52) スワノレディが生前に執務した室内の机の背後の壁にはセマノレの絵が掛けられている（ジョク

ジャ カノレタ市の「タマン・シスワ」本部） この遺室を管理しているスハノレ ト氏によれば，セマノレ

こそスワノレディがもっとも愛した人物であったという（筆者とのインタビュ ー， 1975年 5月19日｝．

（土屋健治）




